
大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等における共同保育実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び企業主導型保育

施設（大阪市立児童福祉施設条例別表第１で定める保育所を除く。以下、「施設・

事業所」とする。）において、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関す

る基準等の実施上の留意事項について（令和６年３月 29日 こ成保 192・５文科初

第 2588号）」（以下、「留意事項通知」とする。）及び、「「平成 30 年の地方か

らの提案等に関する対応方針」を踏まえた具体的な留意事項等について（平成 31年

3月 29日 内閣府子ども・子育て本部参事官、厚生労働省子ども家庭局保育課 事

務連絡）」で規定する共同保育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱に定める用語の定義は、次の各号に定めるところによる。  

（１）共同保育  

利用者数が在籍者数と比較して著しく少ない市内の他の施設・事業所に在籍し

ている保育を必要とする児童を、自園の保育を必要とする児童とともに受け入れ

て保育すること 

（２）実施施設等  

共同保育を実施する施設・事業所  

（３）依頼施設等  

共同保育を実施施設等に依頼する施設・事業所 

 

（対象施設） 

第３条 共同保育の対象施設・事業所は、市内に所在する施設・事業所とする。 

 

（実施要件） 

第４条 実施施設等及び依頼施設等は、次の各号すべてを遵守しなければならない。 

（１）実施施設等及び依頼施設等は、依頼施設等に在籍する全ての児童の保護者に対

して、共同保育の実施について書面にて説明し、共同保育を利用する児童の保護者

からは書面にて同意を得ること。 

（２）実施施設等は、在籍する全ての児童の保護者に対して、共同保育の実施につい

て書面で説明すること。 

（３）実施施設等は、11時間以上の保育等を提供すること。なお、依頼施設等の開所

時間を満たしたものであること。 

（４）実施施設等は、保育に必要な給食提供を行うこと。 

（５）実施施設等は、その設備について、共同保育する利用児童に応じ、実施施設等

に適用される児童福祉法その他関係法令の基準（以下「基準等」という。）を遵守

すること。ただし、企業主導型保育施設が実施施設等として共同保育を実施する場

合は、その設備について、共同保育する利用児童に応じ、依頼施設等に適用される



基準等を遵守すること。 

（６）実施施設等は、職員の配置について、共同保育する利用児童に応じ、実施施設

等に適用される基準等で定める保育士の数以上の保育士を配置すること。ただし、

企業主導型保育施設が実施施設等として共同保育を実施する場合は、職員の配置に

ついて、共同保育する利用児童に応じ、依頼施設等に適用される基準等を遵守する

こと。 

また、実施施設等及び依頼施設等の利用児童に配慮し、慣れ親しんだ職員の配置

など保育の質を確保した職員配置がかなうよう協議すること。 

（７）アレルギー児及び配慮が必要な児童の対応並びに施設間の移動時の安全への配

慮等、通常保育とは異なる環境での保育となることから、利用児童や保育従事者へ

与える影響を十分考慮し、適切な保育を提供するための体制を整えること。 

（８）本条第３号から第７号の内容を踏まえ、実施施設等及び依頼施設等との間で、

共同保育を実施する際の体制や安全対策、費用負担等について十分に協議し、合意

したうえで協定書を締結すること。この際には、実施施設等と依頼施設等との間で

それぞれの役割分担及び責任の所在を必要に応じ書面にて明確化するとともに、実

施施設等において、本来の業務に支障が生じない体制が確保されているものとする

こと。 

 

（費用徴収） 

第５条 共同保育の実施によって生じる費用は、実施施設等及び依頼施設等が負担する

ものとし、共同保育を実施することによる保護者からの費用徴収については、認めな

い。ただし、共同保育の実施によって生じる費用のうち、延長保育利用料等、依頼施

設等の規定により必要な実費徴収については、依頼施設等が保護者から徴収できるも

のとする。 

 

（児童の状況等の把握） 

第６条 実施施設等は、共同保育の実施及び児童の福祉向上を図るために必要な限り

において、共同保育を利用する児童について、依頼施設等に共同保育実施日以外の

日における保育状況等について照会することや、共同保育を利用した後、利用日の

保育状況等について依頼施設等に情報提供することができるものとする。  

２ 依頼施設等は、実施施設等から当該児童の保育状況について照会を受けたとき

は、保育実施に必要な情報等を提供する。  

３ 実施施設等及び依頼施設等は、共同保育の実施に際して得られた個人情報につい

ては適正に管理し、共同保育の実施及び児童の福祉向上を図るためにのみ使用し、

その他の目的に使用してはならない。  

 

（共同保育の開始）  

第７条 実施施設等は、共同保育実施１ヶ月前までに本市と事前に協議を行い、共同

保育開始届（様式第１号）及びその添付書類を市長に提出すること。 

 



（共同保育の変更又は廃止） 

第８条 実施施設等は、共同保育の実施場所、実施方法の変更をしようとする場合

は、変更する１か月前までに共同保育変更届（様式第２号）を市長に提出するこ

と。 

２ 実施施設等は、共同保育を廃止しようとする場合は、廃止を行う１か月前までに

共同保育廃止届（様式第３号)を市長に提出すること。 

３ 実施施設等及び依頼施設等は、共同保育を変更又は廃止する場合、事前に在籍す

る全ての児童の保護者に書面で十分な説明を行うこと。  

４ 実施施設等及び依頼施設等は、共同保育を廃止する場合、廃止後にそれぞれの園

で保育の体制が取れるようにすること。 

 

（届出の受理等） 

第９条 市長は、第７条、前条第１項及び第２項で定める届出を受理した場合は、届

出者へ通知する。また、こども青少年局長は、実施施設等の所在する区長へ通知す

るものとする。 

 

（報告等） 

第10条 実施施設等及び依頼施設等は、本市が共同保育の実施内容の確認のため、書

類の提出、施設への立入調査を求めた場合は応じなければならない。 

 

（関係書類の保存） 

第11条 実施施設等及び依頼施設等は、本要綱に基づき作成又は受領した書類につい

て、作成又は受領した日の属する年度の終了後、５年間保存しなければならない。 

 

附則 

（施行期日） 

この要綱は、令和２年２月１日から施行する。 

附則 

（施行期日） 

この要綱は、令和６年 10月１日から施行する。 


